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Ⅰ 都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランとは、都市
計画法第18 条の２に基づき、市が主体
となって定める都市計画に関する基本
的な方針です。 

目標１ にぎわいのある市街地を維持するとともに、住み慣れた地域での暮らしを支えます。 
主に関連する分野 ： 土地利用、公共交通、居住環境

目標２ 安心・安全・快適な暮らしを目指して都市基盤を整備・維持します。 
主に関連する分野： 道路、公共交通、居住環境、防災

目標３ 産業を振興し、経済の活性化や働く場の確保につなげます。 
主に関連する分野： 土地利用

目標４ 恵まれた自然環境を守り、憩いと交流の場として活用します。
主に関連する分野： 土地利用、自然環境

目標５ 東松山の特色を生かし、個性あるまちづくりを進めます。 
主に関連する分野： 土地利用、景観

２．将来目標人口
中間目標年次（平成 37年（2025年）） ： 87,000 人
目標年次 （平成 47年（2035年）） ： 82,000 人

【 計画期間 】
約 20年

【 まちづくりの基本理念 】
価値ある資源をいかし 一歩先の暮らしやすさへ

【 まちの将来像 】 

にぎわいあふれ 交流広がる
みどりとふれあいながら快適に暮らせるまち

＜まちづくりの基本方針＞
まちづくりの基本理念、将来像、目標

＜分野別方針＞
土地利用や道路など各分野
の取組方針

＜地域別方針＞
７地域ごとの取組方針

＜まちづくりの推進に向けて＞ 
まちづくりの推進に向けた基本的な考え方

■計画の内容

Ⅱ まちづくりの基本方針

１．まちづくりの基本理念・将来像・目標
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３．将来都市構造

核 市全体の都市活動の中心エリア 
拠点 特徴的な機能を有しているエリア 
都市軸 幹線道路、鉄道、河川 
ゾーン 土地利用の方向性を示す区分 

■ゾーン区分
市街地
ゾーン 

商業地や住宅地などの都市的土
地利用を積極的に進める地域 

緑住 
ゾーン 

自然環境との調和を図りながら、
一定の宅地利用を許容する地域

田園 
ゾーン 

自然環境や営農環境を保全し、
それらの活用を図る地域 

産業 
ゾーン 

工業・流通業務施設などの立地
を誘導する地域 
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２．道路
これまで整備した道路を適切に維持管理するとともに、歩行者や自転車の通行空間の形成などを通じて、

誰もが安心して利用できる道路環境を構築していきます。必要性の高い道路は引き続き整備を進めながら、
既存の道路の維持管理や安全性の向上に取り組み、安全で利便性の高い道路ネットワークを形成します。

Ⅲ 分野別方針

３．公共交通
高齢化などに伴う公共交通の需要の高まりに対応していきます。公共交通の利便性の向上や利用の促進

につながる取組を進め、誰もが利用しやすく持続性の高い公共交通ネットワークを形成します。 

４．自然環境
暮らしにやすらぎをもたらす自然は、これからも変わらず大切な存在です。恵まれた自然環境を引き続

き守っていくとともに、観光やレクリエーションの場として活用し、みどりを身近で感じられるゆとりあ
るまちを形成します。 

５．居住環境
将来の人口減少を見据え、これからは新たな住宅地の造成から、既存の住宅地環境の維持・改善に重点

的に取り組みます。これまで築いてきた良好な居住環境を維持しながら、時代の変化や地域のニーズを踏
まえた環境改善に取り組み、居住の場として選ばれるまちを形成します。 

６．防災
災害の予防や発災時の被害の最小化を図るため、火災や水害などに強いまちづくりを進めていきます。
災害に強いまちづくりと市民の防災意識の醸成を平常時から進めることで、これからも安心して住み続け
られるまちを形成します。 

７．景観
良好な景観は、生活にゆとりや落ち着きをもたらすほか、観光面での魅力向上にもつながります。地形
的・歴史的に特色がある景観を大切に守りながら、花いっぱい運動など本市の個性を生かした取組を推進
し、見た目にも質が高いまちを形成します。 

１．土地利用
人口減少など社会情勢の変化に対応した土地利用を進めていきます。中心市街地の更なる活性化、住宅

市街地の人口密度の維持、産業振興などを図るため、将来都市構造の４つのゾーンに応じた適切な土地利
用を進め、将来にわたり持続可能な都市を形成します。 
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＜幹線道路＞
○暫定供用・未供用となって
いる路線の整備及び整備
の要請 
○整備が未着手となってい
る路線について必要性の
検証及び計画の見直し

＜箭弓稲荷神社及び周辺＞
○樹林地の保全
○文化的景観資源の保全

＜スポーツ・レクリエーショ
ン拠点＞ 

○景観に配慮した維持管理
や機能の充実

＜八雲神社＞
○文化的景観資源の保全 

○用途地域（準工業地域）の見直し検討
○大規模工場跡地については市民生活や経
済活動を支える土地利用を促進

＜産業拠点＞
○周辺環境との調和や水害
などの影響を考慮した産
業の立地誘導

＜産業拠点＞
○周辺環境との調和や水害
などの影響を考慮した産
業の立地誘導

＜市野川＞
○未改修区間について環境
や動植物に配慮した改修
整備の要請 

＜まちの核＞
○駅周辺における日常生活
に必要な施設の維持・誘導

○地元商店会・商工会との連
携による中心市街地の活
性化 

○駅東口周辺の低未利用地
の有効活用 

○駅周辺の都市計画道路の
整備、道路のバリアフリー
化 

○西口駅前広場の整備 

○駅周辺における防火地域、
準防火地域の指定推進 

○駅周辺の道路の無電柱化
○街路樹の整備、色彩・デザ
インの適切な誘導

＜市街地ゾーンの住宅地＞
○土地区画整理事業による基盤整備から年月が経過した住宅地
→施設の老朽化への対応、地区計画制度の活用、土地・建物の有効
活用の促進 

○生活道路や下水道などの整備・改善が求められる住宅地
 →基盤整備の推進、土地・建物の有効活用の促進 
○建物が密集する住宅地
 →防火地域、準防火地域の指定推進 

＜既存住宅団地＞ 
○地区計画制度の活用検討 

○地区計画制度の活用によ
る生活道路の一体的な拡
幅整備の検討

Ⅳ 地域別方針

１．松山地域の主な取組
【 地域の将来像 】 

市の玄関口にふさわしい 活気とにぎわいにあふれるまち

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域
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２．大岡地域の主な取組

＜角川＞
○未改修区間における環境や動植
物に配慮した改修整備の要請 
○周辺の緑地・農地の保全による
連続したみどりの景観の維持

＜(県)冑山熊谷線＞
○未供用区間の整備要請

＜和田川、和田吉野川、九頭龍川＞
○周辺の緑地・農地の保全による連続
したみどりの景観の維持

＜新屋敷ホタルの里、東谷ホタルの里＞
○地域住民との協働による維持管理・整備 

＜大谷瓦窯跡＞
○文化的景観資源の保全 

＜スポーツ・レクリエーション
拠点＞ 
○適切な維持管理・機能の充実
○丘陵地のみどりに溶け込んだ
景観の形成

＜地域拠点＞
○日常生活に求められる施
設や機能の維持・確保 

○東松山駅周辺へのアクセ
スの充実

＜スポーツ・レクリエーション
拠点＞ 
○農業振興に資する土地利用の
推進 
○適切な維持管理・機能の充実
○丘陵地のみどりに溶け込んだ
景観の形成

○路線バスの維持・充実
○バス停付近への駐輪場
の設置検討 

＜居住環境＞
○既存住宅団地における地区計画制度の活用検討
○合併処理浄化槽の普及促進 

＜生活道路＞
○適切な幅員確保・待避所の設置など 
○通学路を中心とした防犯灯の設置・車両のスピード抑制など 

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

四季を感じて楽しめる 人と自然が調和するまち
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３．唐子地域の主な取組

＜産業拠点＞
○地区計画制度を活用した周辺環境との調和
に配慮した産業の立地誘導
○東松山工業団地における防火地域・準防火地
域の指定推進 

＜産業拠点＞
○周辺環境との調和や水害
などの影響を考慮した産
業の立地誘導

＜スポーツ・レクリエーショ
ン拠点＞ 
○適切な維持管理・施設の有
効活用 
○周辺の住宅や農地と調和
した景観の形成

＜都幾川＞
○未改修区間における環境
や動植物に配慮した改修
整備の要請 

○周辺の緑地・農地の保全に
よる連続したみどりの景
観の維持

＜浄空院及び周辺＞
○文化的景観資源や周辺の
みどりの保全 

＜スポーツ・レクリエーション拠点＞
○ウォーキングや自然観察などが楽
しめる環境づくりを推進 
○丘陵地のみどりに溶け込んだ景観
の形成

＜地域拠点＞
○日常生活に求められる施設や機能の維
持・確保 

○東松山駅周辺へのアクセスの充実

＜上唐子ホタルの里＞
○地域住民との協働による
維持管理・整備

＜産業拠点＞
○地区計画制度を活用した
周辺環境との調和に配慮
した産業の立地誘導

＜青鳥城跡及び周辺＞
○文化的景観資源や周辺の
みどりの保全

＜スポーツ・レクリエーショ
ン拠点＞ 
○適切な維持管理
○河川に溶け込んだ景観の
形成

＜居住環境＞
○既存住宅団地における地区計画制度の活用検討
○合併処理浄化槽の普及促進 

広域連携による処理体制
へ移行

＜生活道路＞
○適切な幅員確保・待避所の設置など 
○通学路を中心とした防犯灯の設置・車両のスピード抑制など

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

自然と産業が調和する中で 豊かな心が育まれるまち
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４．高坂地域の主な取組

＜スポーツ・レクリエーション
拠点＞ 

○適切な維持管理
○河川に溶け込んだ景観の形成

＜スポーツ・レクリエーショ
ン拠点＞ 
○物見山公園ではウォーキ
ングや自然観察を楽しめ
る環境づくりを推進 
○市民の森では隣接する石
坂の森(鳩山町)との一体
的なみどりの活用を推進
○丘陵地のみどりに溶け込
んだ景観の形成

＜正法寺及び周辺＞
○文化的景観資源や周辺の
みどりの保全

＜まちの副次核＞
○駅周辺に日常生活に必要
な施設を維持・誘導 

○駅周辺の幹線道路におい
て自転車道・自転車指導レ
ーンの設置検討 
○駅周辺の駐輪場の整備

○街路樹の維持管理、色彩・
デザインの適切な誘導
○高坂彫刻プロムナードの
積極的な活用

＜都幾川＞
○未改修区間における環境や動植物
に配慮した改修整備の要請 

○周辺の緑地・農地の保全による連続
したみどりの景観の維持 

＜越辺川＞
○周辺の緑地・農地の保全による
連続したみどりの景観の維持

＜産業拠点＞
○周辺環境との調和や水害
などの影響を考慮した産
業の立地誘導

＜九十九川＞
○周辺の緑地・農地の保全による
連続したみどりの景観の維持

＜生活道路＞
○適切な幅員確保・待避所の設置など 
○通学路を中心とした防犯灯の設置・車両のスピード抑制など 

○路線バスの維持・
充実 

○ユニバーサルデザインに配慮
した公園整備 

＜居住環境＞
○土地区画整理事業による基盤整備から年月が経過した住宅地
→施設の老朽化への対応、地区計画制度の活用

○既存住宅団地における地区計画制度の活用検討
○市街地ゾーン以外における合併処理浄化槽の普及促進

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

伝統と計画的なまちづくりが調和する にぎわいのまち
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＜新江川＞
○未改修区間における環境や動植物に
配慮した改修整備 
○周辺の緑地・農地の保全による連続
したみどりの景観の維持

＜地域拠点＞
○日常生活に求められる施設
や機能の維持・確保 

○東松山駅周辺へのアクセス
の充実

＜将軍塚古墳＞
○文化的景観資源の保全 

＜都幾川＞
○未改修区間における環境や動植物に
配慮した改修整備の要請 
○周辺の緑地・農地の保全による連続
したみどりの景観の維持

＜市野川＞
○未改修区間における環境や動植物に
配慮した改修整備の要請 

○周辺の緑地・農地の保全による連続
したみどりの景観の維持 

○路線バスの維持・充実

＜生活道路＞
○適切な幅員確保・待避所の設置など 
○通学路を中心とした防犯灯の設置・車両のスピード抑制など

＜居住環境＞
○合併処理浄化槽の普及促進

５．野本地域の主な取組

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

美しい田園景観にいだかれた 農業と歴史のまち
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６．高坂丘陵地域の主な取組

＜道路＞
○道路の適切な維持管理・計画的な更新
○段差解消などの安全対策の推進 
○自転車道や自転車指導レーンの設置検討 

＜地域拠点＞
○日常生活に求められる機能
の維持・確保 
○高坂駅周辺へのアクセスの
充実

○路線バスの維持・充実

＜住宅地＞
○地区計画制度を活用した良質な居住環境の維持
及び必要に応じた地区計画の見直し検討 

○土地・建物の有効活用の促進

＜公園・緑地＞
○景観に配慮した適切な維持管理
○老朽化した施設は利用者のニーズを踏まえて更
新 

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

豊かな自然と良好な住環境の中で 人々の交流が育まれるまち
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７．平野地域の主な取組

＜沢口町・殿山町＞
○道路や公園の適切な維持管理・老朽化へ
の対応 

○公共下水道の整備 
○地区計画制度を活用した良質な居住環境
の維持 

○土地・建物の有効活用の促進

＜地域拠点＞
○日常生活に求められる施設
や機能の維持・確保 

○東松山駅周辺へのアクセス
の充実

＜生活道路＞
○通学路を中心とした防犯灯の設置・車両のスピード抑制など
○沢口町・殿山町以外では、適切な幅員確保や待避所の設置な
どを推進

○路線バスの維持・充実
○バス停付近への駐輪場
の設置検討 

＜居住環境＞
○既存住宅団地における地区計画制度の活用検討
○沢口町・殿山町以外では、合併処理浄化槽の普及促進 

○農地の保全や梨などを活用
した農業の活性化により田
園景観を維持

3.唐子
地域

4.高坂
地域

5.野本
地域

2.大岡
地域

1.松山
地域

7.平野
地域

6.高坂丘陵
地域

【 地域の将来像 】 

梨の里と良好な住環境が調和する みどり豊かなまち
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① 連携と協働によるまちづくり 
市民、事業者、市がそれぞれの役割を果たしながら、連携と協働によるまちづくりを推進していきます。

【発 行】東松山市 【発行日】平成 31 年４月
【問合せ】東松山市都市整備部都市計画課 電話番号：0493-23-2221 

〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1丁目 1番 58号

P（計画）・D（実行）・C（評価）・A（見直し）サイクルに基づき、計画の進行を継続的に管理していきます。

② 立地適正化計画と連携したまちづくり
都市計画マスタープランと立地適正化計画（＊）を一体的に進めることで、便利でにぎわいのある中心
市街地の形成、住宅地の人口密度の維持、持続性の高い公共交通ネットワークの形成などを図り、人口減
少時代においても「選ばれる」まちを目指していきます。 
（＊立地適正化計画…暮らしに必要な各種施設や居住の維持・誘導の方針を定めた計画）

Ⅴ まちづくりの推進に向けて

１．基本的な考え方

【 市民の役割 】 
まちづくりに関する知識を深め、お住いの地域のまちづく

りの取組へ主体的に参画する。 

【 事業者の役割 】 
市や地域のまちづくりの方針を理解し、市民や行政が進め
るまちづくりに積極的に協力する。

【 市の役割 】 
本計画に掲げる事業を着実に推進するとともに、市民や事

業者がまちづくりへ参画しやすい環境を整える。 

２．計画の進行管理

Ｐ：計画（Plan） 
・個別事業の検討 
・個別計画の策定 

Ｃ：評価（Check） 
・個別事業は概ね５年ごとに実施状況を確認
し、進捗を評価 

・個別計画で定めた取組も同様に状況を確認

Ｄ：実行（Do） 
・個別事業の実施 
・個別計画で定めた取組の実施 

Ａ：見直し（Action） 
・評価を踏まえ、社会情勢の変化などに配慮
しながら都市計画マスタープランの見直し


